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大阪・関西万博と
ユニバーサルデザイン

• 施設整備に関するユニバーサルデザインガ
イドライン【改定版】(2022.6.）
• 障がい当事者等の意見を聞き、「Tokyo2020アク
セシビリティガイドライン」を含む東京2020オ
リンピック・パラリンピックのレガシーや「高
齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築
設計標準」踏まえて改定

• 交通アクセスに関するユニバーサルデザイ
ンガイドライン(2023.6.)
• 学識経験者、障がい当事者、関係事業者等のメ
ンバーによる「交通アクセスユニバーサルデザ
イン検討会」で議論し、鉄道駅等の施設の新
設・改良、車両等の調達・改良を行う際の参考
指針として取りまとめ

• ユニバーサルサービスガイドライン
(2023.7.)
• 参加者の国や企業等へ博覧会会場の運営サービ
スに関する共通指標を示すため、「ユニバーサ
ルサービス検討会」で学識者、当事者と議論を
重ね、来場者にとって楽しめる万博運営を目的https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/uploads/220630_udgl_minkanpabirion-02.pdf

https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/uploads/traffic_access_ud_guideline_202306.pdf
https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/uploads/230801_universalserviceguideline_JP.pdf



大阪・関西万博 来場者輸送具体方針（アクションプラン） 第３版(2023.11.)
２０２５年日本国際博覧会来場者輸送対策協議会による試算
https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/uploads/expo2025_raijyoushayusougutaihousin_03_honpen_231120.pdf

• 交通インフラを最大限活用し、国・地域、文化、人種、性別、世代、障がいの有無に関わらず、すべての人が安全で快適
に移動できるような取組を進め、各アクセスルートのバランスの取れた利用を図る

• 来場者総数約2,820万人、国内来場者は約2,470万人（88%）、海外来場者が約350万人（12%）と想定

• 国内来場者のうち、近畿圏内は約1,559万人（63%）、近畿圏外は約911万人（37%）と想定

• 鉄道・駅シャトルバス等・自家用車等の機関分担率は、各交通機関の輸送力、バスターミナルの処理能力、駐車場の収容
能力等の限界から、日来場者数に応じて変わる

• 一日の来場者数の増加に伴い鉄道の分担率は高くなり、おおむね20万人/日を超えたあたりから加速度的に増加

• 一日の来場者数が、10万人程度までにおいては、駅シャトルバス等の輸送力及び万博Ｐ＆Ｒ駐車場の収容能力に比較的余裕があることから、愛知万博ベー
スの機関分担率で輸送が行われると考えている

• 一日の来場者数が、16万人に達すると、まず、駅シャトルバス等の輸送力が、夢洲交通ターミナルや各駅バスターミナルの受け入れ容量及び各バス事業者
が運行できるバスの便数等から、限界に達する

• 一日の来場者数が、18.6 万人に達すると、万博Ｐ＆Ｒ駐車場の自家用車が受け入れ限界に達し、22.7 万人に達すると、団体バスも受け入れ限界に達する。 

• 一日の来場者数が20万人を超えたあたりから、輸送における鉄道の割合が加速度的に増加するため、それに備えた対策が必要

• 利用が想定される交通手段
• 公共交通（鉄道・駅シャトルバス等） ア）３つの主要ルート： ① Osaka Metro 中央線（鉄道） ② JR桜島線（鉄道＋駅シャトルバス） ③ 淀川左岸線

（２期）（新大阪駅、大阪駅等発の駅シャトルバス）

• 主要鉄道駅バスターミナルからの予約制の駅シャトルバス 等

• 空港ターミナルからの直行バス

• 中距離直行バス・長距離直行バス 

一日当たり数万人単位で半年にわたって移動の際に困難のある人たちが公共交通を使用する



バリアフリー法と教育訓練・教育啓発

• 公共交通事業者等の職員に対し移動等円滑化のための必要な教育
訓練を行うよう努めなければならない
• 交通バリアフリー法（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した
移動の円滑化の促進に関する法律、2000）

• 基準適合義務の中で公共交通事業者および道路管理者に対して教
育訓練を行うよう努めなければならない
• 改正バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す
る法律、2006）

• バリアフリー基本構想が作成されたときに市町村等が基本構想に
即した「教育啓発特定事業計画」を作成し、当該教育啓発特定事
業を実施するものとする
• 2020年改正法第三十六条
• 交通事業者や道路管理者を対象とした研修
• 市町村が学校と協力して、バリアフリー教室、まち歩き、各種のイベン
ト、広報や啓発活動をプログラム化
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障害のある人に対する
ダイバーシティ＆インクルージョンの流れ

• ノーマライゼーション
• 障害の有無に関わらずノーマルな暮らしができることを希求する

• メインストリーム
• 社会の本流の中で暮らしてゆける

• バリアフリー、ユニバーサルデザイン、インクルーシブデザイン
• これらを実現するための環境を構築する

• 障害の社会モデル
• 障害を作っているのは環境の側にある

• 実現の手法
• ダイアログ、気づき、当事者参加・参画、コミュニケーション

• DE&I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）へ
• スタートから多様性・公平性・包摂性を考える（明確な答えはないが探求する）
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• 交通事業者バリアフリー教育訓練(H20-)
• BEST: Barrier free Education System for 
Transportation

• 交通事業者（鉄道、バス）を対象とする、高齢者・
障害者への接遇・介助水準の向上のための研修

• 障害をもったユーザーが講師（協働の体制）

• 単なるノウハウの習得ではなく、障害への理解、コ
ミュニケーションの取り方、ニーズに対する気づき
の感覚を磨くことを重視

• 日常生活と移動について当事者から語ってもらう

• 気づきのワークショップ

交通事業者向け教育訓練の実践
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• 障害の理解

• 体験ベースの介助
や声掛け

• 気づきのワーク
ショップ

• コミュニケーショ
ンをとりながら理
解を深める

• 障害当事者が講師
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交通エコロジー・モビリティ財団
サポートマネージャー研修
https://www.ecomo.or.jp/barrie
rfree/best/data/guide_manager.
pdf



『交通事業者向けバリアフリーサポートBOOK』
http://kankouken.org/barihuriBook.pdf

• 2022年度から２年間を
かけて作成

• 障害のある人の協力の
もとで調査活動を展開

• 事例をもとに良かった
事例、悪かった事例、
接遇時のポイントにつ
いて障害当事者に委員
会に参加してもらい取
りまとめた

• コンセプトはイラスト
を交えて分かりやすい
ものにすること

• 議論を展開してゆくう
ちに障害別や交通モー
ド別という分け方をせ
ず、多様な利用者が来
た時の対応として望ま
しいと考えられるもの
を整理

• 最後はこれまでのサ
ポートマネージャー研
修の知見を駆使してと
りまとめた



悪い事例と良い事例
良いことと悪いことをタイトルに

具体的なことばや求められる姿勢や態度

なぜいいのか悪いのか

利用者はどう感じているのか？



どのような対応が考えられるのかを色々と予測する
（答えは一つではない）

具体的に対応をする（○○し
てみよう）

困りごと事例と対応例



知っておいて欲しいこと



サポートBookを使う時の意見

• バリアフリーの施設は整ってきたとは思うが、接遇は必要
• プロとしての態度や表情を大切にして、接遇をしてほしい
• 複合的な障害のある人もいるので、この障害の人はこうであると決め
つけない

• 過度な親切でもなくおもてなしの心でその人の持つ要望を引き出しな
がら接遇に努めてほしい

• 利用者としては必要な答えがすぐ欲しいのに、スマートになっていな
い時もあるが、画一的な対応だと雑な扱いに受け取れることもある

• 自社の情報だけでなく他社の情報も共有して、利用者の要望があれば
柔軟な対応も求められる

• 駅員だけでなく、ボランティア・職員・募集中の運転手など関係する
人たちに参考にしてもらいたい

• 混雑や悪天候など困りごとの多い場面では臨機応変な対応が必要とな
るため、日常的に意識しながら対応してほしい



作成を通じた気づき
• いい事例も存在する／非常に悪い事例もある

• コミュニケーションとは？（案内・意思伝達・会話・手段）

• 当事者はヘルプマークを付けたいと思っているのか？

• 利用する側が自信をもって使える公共交通

• 事業者が自信をもって提供できる公共交通の接遇

双方が経験と自信を積むことでよりよい公共交通ができる
大阪・関西万博を楽しむことができる
そのレガシーを残すことができる

考える力・察する力・慮(おもんぱか)る力
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